
 

 

主  題 平成３０年度「建設工事における技術力向上」研修会に参加しました。 

（江迎労働基準監督署） 

実施日 平成３０年８月２１日 開催場所 県北建設会館 

出席者数 ２０社（５７人） 主  催 一般社団法人 長崎県建設業協会北部支部 

参加目的（趣旨） 

 建設工事現場における労働者の安全衛生意識の高揚と労働安全衛生法施行令の一部を改正される政令

等を周知することを目的として開催された研修会に講師として参加しました。 

概要 

  当研修会では出席された建設業関係者に対して江迎労働基準監督署管内の労働災害発生状況を説明し、

２０１９年（平成３１）２月１日より施行される労働安全衛生法に関連した政・省令等の内容を中心にリ

ーフレット等を活用して説明を行いました。 

  今回の改正では、安全帯が「墜落制止用器具」に名称が変更されます。また、高さが２メートル以上の

作業箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって、足場を組み立てる等の措置が困

難な場合は、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用しなければなりません。 

  今後とも、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する適切な墜落制止用器具の選定をお願いします。 

 

    

 



 

 

 


